
府政共生第１３５号 

平成 28年１月 29日 

 

  都道府県知事 

各          殿 

  政令指定都市市長 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当） 

（公印省略） 

  

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令及び障害を理由 

とする差別の解消の推進に関する法律施行規則の公布について（通知） 

 

 

 政府の障害者施策の推進につきましては、平素より御理解、御協力をいただき、厚

くお礼申し上げます。 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号。以下

「法」という。）は、平成 25 年６月 26 日に公布され、平成 28 年４月１日に施行さ

れます。 

このたび、法の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施

行令（平成 28年政令第 32号。以下「施行令」という。）及び障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律施行規則（平成 28 年内閣府令第２号。以下「施行規則」

という。）を制定し、公布いたしました。 

 つきましては、施行令及び施行規則の概要は下記のとおりですので、御了知いただ

きますとともに、関係部局等に対し御周知の上、障害者差別の解消に向けた連携を一

層深め、引き続き、法施行に向けた準備を進めていただきますようお願いいたします。 

 また、都道府県知事におかれましては、都道府県教育委員会、都道府県公安委員会

その他関係する執行機関に本通知を回付いただくとともに、貴管内市町村、関係機関・

団体及び住民に対して施行令及び施行規則の内容を広く周知願います。政令指定都市

市長におかれましては、関係する執行機関に本通知を回付いただくとともに、関係機

関・団体及び住民に対して、施行令及び施行規則の内容を広く周知願います。 

条文等の関係資料は、内閣府の障害者施策担当ホームページに掲載しておりますの

で、御参照ください。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の規定

に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

 

 



記 

 

第１ 施行令関係 

１．国の行政機関の範囲（第１条第１項及び第２項関係） 

 法第２条第４号ニ及びホの政令で定める機関は、警察庁及び検察庁とするこ

と。          

 

２．独立行政法人等の範囲（第２条関係） 

法第２条第５号ロの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄

振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、原子力

損害賠償・廃炉等支援機構、国立大学法人、大学共同利用機関法人、日本銀行、

日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、日本

年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、放送大学学園及び預金保険機構とす

ること。                                            

 

３．地方公共団体の長等が処理する事務（第３条関係） 

法第 12条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、事業者が行う事業であっ

て当該主務大臣が所管するものについての報告の徴収、検査、勧告その他の監督

に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の

長等が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行うこととする

こと。障害を理由とする差別の解消に適正かつ効率的に対処するため特に必要が

あると認めるときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げないこと。 

 

４．権限の委任（第４条第１項～第５項関係） 

（１）主務大臣は、内閣府設置法第 49条第１項の庁の長、国家行政組織法第３条

第２項の庁の長又は警察庁長官に、法第 11条及び第 12 条に規定する権限のう

ちその所掌に係るものを委任することができるものとすること。                            

（２）主務大臣（前項の規定によりその権限が内閣府設置法第 49条第１項の庁の

長又は国家行政組織法第３条第２項の庁の長に委任された場合にあっては、そ

の庁の長）は、内閣府設置法第 17条若しくは第 53条の官房、局若しくは部の

長、同法第 17条第１項若しくは第 62条第１項若しくは第２項の職若しくは同

法第 43条若しくは第 57条の地方支分部局の長又は国家行政組織法第７条の官

房、局若しくは部の長、同法第９条の地方支分部局の長若しくは同法第 20条第

１項若しくは第２項の職に、法第 12条に規定する権限のうちその所掌に係るも

のを委任することができるものとすること。 

（３）警察庁長官は、警察法第 19条第１項の長官官房若しくは局、同条第２項の

部又は同法第 30条第１項の地方機関の長に、第１項の規定により委任された法

第 12条に規定する権限を委任することができるものとすること。 



（４）金融庁長官は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長

（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支

局長）に、第１項の規定により委任された法第 12条に規定する権限を委任する

ことができるものとすること。 

（５）主務大臣、内閣府設置法第 49条第１項の庁の長、国家行政組織法第３条第

２項の庁の長又は警察庁長官は、前各項の規定により権限を委任しようとする

ときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限及び委任の効力の発生する日

を公示しなければならないものとすること。 

 

５．施行期日（附則関係） 

 本施行令は、平成 28年４月１日から施行すること。 

 

第２ 施行規則関係 

１．協議会の公表内容（第１項関係） 

法第 18条第５項の規定による公表は、障害者差別解消支援地域協議会の名称及

び構成員の氏名又は名称について行うものとすること。 

 

２．協議会の公表方法（第２項関係） 

前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利

用その他の適切な方法により行うものとすること。 

 

３．施行期日（附則関係） 

 本施行規則は、平成 28年４月１日から施行すること。 

 

 

［参考］内閣府 障害者施策担当ホームページ  

「障害を理由とする差別の解消の推進」のページ 

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html  

 

（添付資料） 

・別添１：施行令の条文 

・別添２：施行規則の条文 

 
 （担当） 

 内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付 
参事官（障害者施策担当） 
〒100-8914 東京都千代田区永田町１－６－１ 
TEL：03-6257-1458（直通） 
FAX：03-3581-0902 



政
令
第
三
十
二
号

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
四
号

ニ
及
び
ホ
並
び
に
第
五
号
ロ
、
第
二
十
二
条
並
び
に
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
第
二
条
第
四
号
ニ
及
び
ホ
の
政
令
で
定
め
る
機
関
）

第
一
条

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
号
ニ
の
政
令
で

定
め
る
特
別
の
機
関
は
、
警
察
庁
と
す
る
。

２

法
第
二
条
第
四
号
ホ
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
機
関
は
、
検
察
庁
と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
五
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
二
条

法
第
二
条
第
五
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
、

株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
、
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
、
国
立
大
学
法
人
、

大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
、
日
本
銀
行
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
、
日
本
中
央
競

馬
会
、
日
本
年
金
機
構
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
、
放
送
大
学
学
園
及
び
預
金
保
険
機
構
と
す
る
。
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（
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
処
理
す
る
事
務
）

第
三
条

法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
事
業
者
が
行
う
事
業
で
あ
っ
て
当
該
主
務
大
臣
が

所
管
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
報
告
の
徴
収
、
検
査
、
勧
告
そ
の
他
の
監
督
に
係
る
権
限
に
属
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
が

他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
公
共
団
体
の
長
等
」

と
い
う
。
）
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
等
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
障
害
を

理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
に
適
正
か
つ
効
率
的
に
対
処
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
が
自
ら

そ
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
権
限
の
委
任
）

第
四
条

主
務
大
臣
は
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
の
庁
の
長
、
国
家
行
政
組

織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
条
第
二
項
の
庁
の
長
又
は
警
察
庁
長
官
に
、
法
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条

に
規
定
す
る
権
限
の
う
ち
そ
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
務
大
臣
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
が
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
庁
の
長
又
は
国
家
行
政
組
織
法
第

三
条
第
二
項
の
庁
の
長
に
委
任
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
庁
の
長
）
は
、
内
閣
府
設
置
法
第
十
七
条
若
し
く
は
第
五



十
三
条
の
官
房
、
局
若
し
く
は
部
の
長
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
職
若

し
く
は
同
法
第
四
十
三
条
若
し
く
は
第
五
十
七
条
の
地
方
支
分
部
局
の
長
又
は
国
家
行
政
組
織
法
第
七
条
の
官
房
、
局
若
し

く
は
部
の
長
、
同
法
第
九
条
の
地
方
支
分
部
局
の
長
若
し
く
は
同
法
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
職
に
、
法
第
十

二
条
に
規
定
す
る
権
限
の
う
ち
そ
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

警
察
庁
長
官
は
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
長
官
官
房
若
し
く
は
局
、
同
条

第
二
項
の
部
又
は
同
法
第
三
十
条
第
一
項
の
地
方
機
関
の
長
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
法
第
十
二
条
に
規
定

す
る
権
限
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

金
融
庁
長
官
は
、
事
業
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の

管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
法
第
十
二
条
に
規

定
す
る
権
限
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

主
務
大
臣
、
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
庁
の
長
、
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
の
庁
の
長
又
は
警
察
庁

長
官
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
権
限
を
委
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
任
を
受
け
る
職
員
の
官
職
、
委
任
す
る
権
限
及

び
委
任
の
効
力
の
発
生
す
る
日
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
百
三
十
六
号
の
二
を
第
四
百
三
十
六
号
の
三
と
し
、
第
四
百
三
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
三
十
六
の
二

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（
内
閣
府
本
府
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(53)

(54)

(47)

(52)

(48)

(53)

(46)

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関

(47)
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
作
成
及
び
推
進



に
関
す
る
こ
と
。

（
復
興
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

復
興
庁
組
織
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
第
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の

第
四
条
第
二
項

第
五
十
七
条
の
地

第
五
十
七
条
の
地
方
支
分
部
局
の
長
、
復
興

解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律

方
支
分
部
局
の
長

庁
設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十

施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政

五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
職
若
し
く
は
同

令
第
三
十
二
号
）

法
第
十
七
条
第
一
項
の
地
方
機
関
の
長



○
内
閣
府
令
第
二
号

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

１

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
障
害
者
差
別
解
消

支
援
地
域
協
議
会
の
名
称
及
び
構
成
員
の
氏
名
又
は
名
称
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
地
方
公
共
団
体
の
公
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

co887468
テキストボックス
別添２
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